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答   申 

（諮問第３９号） 

 

個人情報保護審査会の結論 

 

 北九州市教育委員会教育長（以下「処分庁」という。）が本件審査請求の対象とな

った保有個人情報の開示請求について不開示とした決定は、妥当である。 

 

理  由 

 

第１ 審査請求に至る経緯 

 

１ 審査請求人は、平成２５年６月２０日、北九州市個人情報保護条例（平成１６

年北九州市条例第５１号。以下「条例」という。）第１６条第１項の規定に基づ

き、処分庁に対して次の保有個人情報の開示請求（以下「本件請求」という。）

を行った。 

 

「 平成２５年３月２９日に通知された人事評価審査会の○○の評価に関する

審査の際の議事録、並びに校長に調査して提出した○○に係る調査表と、教育

委員会が作成したであろう○○の苦情申出に係る調査表 」 

 

 ２ 処分庁は、本件請求に係る保有個人情報（以下「本件保有個人情報」という。）

について、平成２５年７月３日付けで本件保有個人情報の全部について開示しな

い旨の決定（平成２５年７月３日付け北九教学教第３６０号。以下「本件処分」

という。）を行い、審査請求人に通知し、審査請求人は、当該保有個人情報不開

示決定通知書を平成２５年７月１０日に受領した。 

 ３ 審査請求人は、平成２５年８月２０日、行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）第５条の規定に基づき、本件処分を不服として、北九州市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に対し審査請求を行った。 

 

第２ 審査請求人の主張要旨 

    

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 
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   審査請求人が審査請求書、意見書及び当個人情報保護審査会における口頭意見

陳述で主張している審査請求の主たる理由は、次のように要約される。 

⑴ 人事評価制度について 

ア 本市人事評価制度の目的は、「教員一人ひとりの意欲を引き出し、能力を

向上させ、もって学校教育を活性化させることである」とされている。人事

評価制度の目的を達成するためにも、教員自身の学習指導、生徒指導、学校

運営に係る評価を本人が知ることは重要である。 

イ 処分庁は、人事評価制度の目的を「評価やそれに基づく指導を通じ、教員

の資質能力の向上と学校教育の活性化を図る」としているが、この制度の導

入でその目的が達せられるとはとうてい思えない。なぜなら数字で表すこと

などできない日々の教育活動を校長や教頭が公平・公正に評価することなど

できないからである。 

私たちはこの間、業績評価書の全面開示、人事評価審査会の議事録や校長

に調査して提出した調査表の開示を求めてきた。業績評価書については平成

２３年度より全面開示になったとはいえ、開示における校長からの説明はた

だ口頭によるものであり、具体的にどのような基準で評価したのか、その評

価をもとに私たち教員がどのように資質能力を向上させればいいのかわか

らないのが現状である。 

ウ そもそも業績評価書は、校長や教頭が審査請求人のすべての教育活動を掌

握できるわけもなく、限られた情報によって判断したものである。さらに業

績評価書は、面接時に見せられるだけでコピーも受け取れず手元にさえ残ら

ない。このような状況の中で、評価が本当に妥当であるかを知るためには、

人事評価審査会の議事録や調査表などの開示の請求は当然のことである。 

また、以前は「開示により公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れがある」という条例第１８条第７号に該当するという理由で不開示だった

業績評価書も、全面開示に変更されている。業績評価書の全面開示がこの条

例に該当しないのであれば、調査表や人事評価審査会の議事録も同条例に該

当しないはずである。 

⑵ 人事評価審査会の議事録並びに同審査会に提出された校長の作成に係る調

査表及び教育委員会作成に係る調査表について 

ア 審査会の議事録 

業績評価に対する苦情申出制度の手続において、校長への聞き取りは行わ

れているようだが、本人への聞き取りは行わないという公平性に欠けるもの

である。そこでどのような審査が行われたのか、その内容も明らかにされず、

ただ不信感が募るだけでのものであり、評価の公平性を客観的に判断する場

になっていない。審査会の内容が正当であるならば、評価を妥当と決めた経

過を本人に知らせることにより、評価への不信感も減るはずである。 

人事評価審査会には本人が参加することができず、どのような経過で苦情

が処理されたのか知ることはできない。立会いの認められていない本人が、
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人事評価審査会の内容を知ることができるのは、議事録しかない。 

人事評価審査会会議が公正に議論されたのであれば、その内容を苦情申立

人が知ることで曲解や誤解が生まれることはなく、むしろ不信や誤解を解く

ものとなるはずである。したがって、「公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ」はなく、条例第１８条第７号に該当しない。 

イ 校長の作成に係る調査表 

校長の作成に係る調査表は、校長と苦情申出者との面談時の説明内容、開

示時の説明内容が記載されているものであるが、面談時に十分納得のいく説

明がなされていないのが現状である。調査表にどのような内容が書かれてい

るかを被評価者が知ることで、校長と被評価者との間の不安や不信が少なく

なるものであり、そのことで「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ」はなく、条例第１８条第７号に該当しない。 

ウ 教育委員会作成に係る調査表について 

教育委員会作成に係る調査表は、苦情を申し出た審査請求人の意見と校長

からの事情聴取などの報告書をもとに教育委員会職員が作成したものである。

苦情を申し出た本人の意見がきちんと反映されているかを知ることは当然で

あり、また、校長が自信を持って評価しているはずであり、そのことによっ

て「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」はなく、条例第１８

条第７号に該当しない。 

⑶ したがって、本件保有個人情報を開示することにより、「公正かつ円滑な人事

の確保に支障を及ぼすおそれ」はなく、条例第１８条第７号に該当しない。人

事評価制度の目的を達成するためにも、審査請求人の求める個人情報を開示す

べきである。 

  

第３ 審査請求に対する処分庁の説明要旨 

   処分庁が理由説明書及び意見聴取において説明している内容は、概略次のとお

りである。 

 

 １ 人事評価審査会について 

  ⑴ 本市が実施している人事評価制度は、評価やそれに基づく指導を通じ、教員

の資質能力の向上と学校教育の活性化を図ることを目的に、平成１８年度から

実施しており、教員が自ら目標を設定し評価する「自己申告･自己評価」と校

長及び教頭が教員の能力、意欲、実績を評価する「業績評価」を行っている。 

⑵ この業績評価結果については、被評価者が希望する場合、学校長が行う被評

価者本人との面談において、評価に至った経緯等の必要な説明を行ったうえで

開示している。 

また、被評価者が、その評価に納得できない場合は、苦情を申し出ることが

でき、人事評価審査会が校長の業績評価の妥当性を審査し、その結果を苦情申

出者、校長双方に通知するなど、評価の公平性を客観的に判断する場も確保し
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ている。 

２  本件不開示情報の条例第１８条第７号該当性について 

⑴ 校長の作成に係る資料及び教育委員会作成に係る調査報告書 

人事評価審査会に提出された校長作成資料及び調査報告書は開示されない

ことを前提に作成された、被評価者の職務記録等の業績評価の根拠が記載され

たものであり、これらが開示されるとなると「人事管理に係る事務に関し、公

正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるので、本件不開示情報

は、条例第１８条第７号エに該当すると認められる。 

⑵ 議事録 

また、人事評価審査会はこれらの資料を基に審査が行われる場であり、同審

査会での各委員の発言内容が記載された議事録が開示されると、同審査会委員

は発言した内容に対し、被評定者から曲解を受け、摩擦を生じることをおそれ、

忌憚
き た ん

のない発言が行えなくなる。その結果、評価の妥当性を審査する審査会の

本来の意義が損なわれ、「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の

確保に支障を及ぼすおそれ」があるので、本件不開示情報は、条例第１８条第

７号エに該当すると認められる。 

３ 以上のとおり、本件処分は、条例に合致した適法な処分であり、本件審査請求

は理由がない。 

 

第４ 個人情報保護審査会の判断 

当個人情報保護審査会は、審査請求の対象となった本件保有個人情報並びに処

分庁の説明及び審査請求人の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断す

る。 

 

１ 本件保有個人情報の概要等 

⑴ 本市では、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４０条第１項、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４６

条、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則（平成１８年福岡県教育

委員会規則第１３号）及び北九州市立学校教育職員の人事評価に関する要綱

（平成１８年４月１日施行）に基づき、平成１８年度から、評価やそれに基づ

く指導を通じ、教員の資質能力の向上と学校教育の活性化を図ることを目的に、

教員の人事評価制度を実施している。 

⑵ この人事評価制度の実施方法は、教員が自ら目標を設定し評価する「自己申

告・自己評価」と、校長及び教頭が教員の能力、意欲及び実績を評価する「業

績評価」からなっている。 

このうち最終評価者である校長の業績評価の結果については、開示を希望す

る者に対し、評価項目である能力、意欲及び実績並びにそれらの総合評価（５

段階評価によって記号で記載されている。）を、校長が本人と面談のうえ開示

している。 
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なお、被評価者がその評価に苦情のある場合は、教育委員会へ苦情を申し出

ることができ、教員からこの苦情申出があれば、教育委員会の職員で構成する

教職員人事評価審査会（以下「審査会」という。）が校長等の業績評価の妥当

性を審査し、その結果を苦情申出者と校長の双方に通知することとし、評価の

公平性の有無を客観的に判断する場も設定されている。 

⑶ 処分庁は、本件保有個人情報として、審査請求人に関して作成された次に掲

げる行政文書のうち、審査請求人に係る個人情報が記載されたものを特定して

いる。 

 ア 議事録については、平成２５年３月２２日に開催された人事評価審査会の

議事録（以下「議事録」という。） 

イ 校長の作成に係る調査表については、最終評価者の校長が作成した平成２

４年度業績評価に対する苦情申出に係る状況報告及び資料（以下「校長資料」

という。） 

ウ 教育委員会作成に係る調査表については、平成２４年度業績評価に対する

苦情申出に係る調査報告書兼諮問書（以下「調査報告書」という。） 

     

議事録は、「業績評価結果の開示及び苦情の申出に関する実施要領」に基づ

き、審査請求人の苦情申出について審査をした審査会の審議内容を記録したも

のである。 

校長資料は、業績評価の結果に対して教員から苦情の申出があった場合に、

教育委員会事務局の職員である調査員（以下「調査員」という。）が最終評価

者である校長から、業績評価に対する苦情の申出についての面談状況の報告や

評価の根拠となった資料を受領するなどして、作成したものである。 

調査報告書は、調査員が、審査請求人の苦情申出書及び校長資料等をもとに

その要旨をまとめ、審査会の審議資料として作成したものである。 

 ２ 本件処分の争点 

処分庁は、本件保有個人情報が条例第１８条第７号エに該当するとして、その

全部を不開示決定しているので、本件処分が本号エに該当するか否かが争点とな

る。以下、検討する。 

３ 条例第１８条第７号エ該当性について    

⑴ 条例第１８条第７号の解釈について 

条例第１８条第７号は、「市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共

団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開

示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示とする

ことを定めている。 

本号は、市の機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を確保する観点から、

当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報について、不開示と

することを定めたものである。具体的には、アからオまでを不開示とする情報
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の例示として掲げており、エでは「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるものを不開示とするとしている。 

これは、市の機関等が行う人事管理に係る事務、すなわち、職員の任免、懲

戒、給与、研修その他職員の身分や勤務評定など能力等の管理に関することは、

当該機関の組織としての維持の観点から行われるもので、一定の範囲で当該機

関が自立性を有することから、不開示とされている。 

⑵ 本号エ該当性判断 

ア 審査請求人は、「人事評価制度の目的を達成するためにも、教員自身の学

習指導、生徒指導、学校運営に係る評価を本人が知ることは重要で」、「本件

保有個人情報を開示することにより、『公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれ』はなく、条例第１８条第７号に該当しない」ので、議事録、

校長資料及び調査報告書に記載された審査請求人に係る個人情報を全部開

示すべきと主張している。 

当個人情報保護審査会が議事録、校長資料及び調査報告書を見分したとこ

ろ、議事録には、開催日時、場所、出席委員名、事務局職員名、議事及び発

言要旨等が記録され、校長資料には、校長と苦情申出者との面談時の説明内

容、業績評価の結果を開示したときの校長の説明内容等が記載され、また調

査報告書には、苦情申出の趣旨、校長から事情聴取した内容の要旨等が記載

されていることが認められる。 

イ まず、議事録について検討するに、議事録に記録されている情報が開示さ

れることとなると、委員は、発言した内容に対して被評価者から曲解を受け

ることをおそれ、当たり障りのない評価や発言しか行わなくなることが十分

予測され、評価の妥当性を審査する審査会の本来の意義が損なわれることに

なることから、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支

障を及ぼすおそれがあると認められるので、処分庁が、当該情報を条例第１

８条第７号エに該当するとして不開示としたことは妥当であると判断する。 

ウ 次に、校長資料及び調査報告書についてであるが、校長資料及び調査報告

書に記載されている情報が開示されることとなると、校長や調査員は誤解や

摩擦等が生じることをおそれ、率直かつ詳細な意見の表明及び記述を躊
ちゅう

躇
ちょ

し、

当たり障りのない陳述や記載を行うようになり、審査会が審査を行う上で必

要な正確かつ詳細な情報を把握することができなくなることから、人事管理

に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある

と認められるので、処分庁が、当該情報を条例第１８条第７号エに該当する

として不開示としたことは妥当であると判断する。 

エ なお、審査請求人は、上記のほかにも第２の２（１）に記載する理由を主

張するが、いずれも人事評価制度のあり方そのものに対する審査請求人の意
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見であって、本件不開示情報の該当性についての判断とは直接関係しないも

のである。 

４ 個人情報保護審査会会長の回避について 

当個人情報保護審査会の河原会長から、審査請求人と利害関係があるので、本

件事案の審査に加わることを回避したいとの申出があった。当個人情報保護審査

会は、審査の公正・中立性に疑義を受けることのないようにという申出の趣旨を

尊重し、委員の総意により、この申出を認めた。 

したがって、河原会長は、本件事案の審査には関与していない。 

５ 結論 

   以上のことから、当個人情報保護審査会は、処分庁の本件処分において不開示

とした情報について、冒頭の「個人情報保護審査会の結論」のとおり判断した。 

 

 

北九州市個人情報保護審査会 

会長職務代理者  櫻 井 弘 晃 

委   員    原 田 美 穂 

委   員    日 高 京 子 

委   員    松 木 摩耶子  


